
◎サード・ステージ・プランに示された事項等の実現化方策の審議（主に活動主体が行政となる事項）

　　（１）活動（委員会内容）
　   　①その他具体的検討が
　　　　  必要な事項について審議

　　　　(アクションプランの策定等)

◎サード・ステージ・プランに示
された事項等の実現化方策の
審議（主に活動主体が学会、
民間となる事項）

①持続可能社会のための科学
　（自然－人間共生のための科
　 学）の推進
②学研都市全体としての産学
　 官連携体制の構築
③その他

　　（１）活動（委員会内容）
　　　　①サード・ステージ・プランに示された事項及びその他の学研都市の
　　　　　建設運営に大きな影響を与える事項の実現化方策を審議
　　　　　ex)今後の学研都市の運営はどうあるべきか
　　　　※推進企画会議へ付議する事項については、適宜、委員会が判断
　　　　②その他、必要な事項の審議
    （２）開催頻度
　　　　必要に応じ開催

◎サード・ステージ推進会議全体の活動方針及び活動成果の審議
（１）活動（会議内容）
　　　①推進会議の活動方針の決定及び活動成果についての総括
　　　②その他、必要な事項の審議
（２）開催頻度
　　　開催は、１回／年　程度（第１回の開催は１１月上旬　通常は４月頃）

総　　会

◎学研都市（特にサード・ステージ・プラン）の推進に関する重要事項について、
   関係者間の調整・合意形成・意思決定を行う。
（１）活動（会議内容）
　　　①推進会議の活動方針に関する重要事項の審議
　　　②基本政策委員会等から付議された重要事項及び活動報告の審議
　　　③その他委員会の設置についての審議
　　　④その他、必要な事項の審議
（２）開催頻度
　　　必要に応じ開催（２～３回／年　程度）

関西文化学術研究都市　サード・ステージ推進会議

他機関等で検討すべき事項

（１）活動（会議内容）
　　　①総会、企画会議、委員会の事務局
　　　②総会、企画会議、委員会の資料作成

推進企画会議

・設置の必要性について、今後
  検討

評価委員会

事務局

（委員会）

基本政策委員会 その他委員会

（意見交換）

関西文化学術研究都市　サード・ステージ推進体制（案）　～推進会議を中心にして～


